
富
士
市
国
民
保
護
計
画
の
目
的

計
画
に
は
、
市
が
行
う
国
民
保
護
措
置
の
実

施
体
制
や
、
市
民
の
避
難
・
救
援
に
関
す
る
こ

と
、
ふ
だ
ん
か
ら
備
え
て
お
く
べ
き
物
資
や
訓

練
に
関
す
る
こ
と
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま

す
。こ

の
計
画
を
も
と
に
、
関
係
機
関
と
連
携
協

力
し
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
協
力
も
得
な
が
ら
、

的
確
か
つ
迅
速
な
国
民
保
護
措
置
の
実
施
や
、

そ
の
総
合
的
な
推
進
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

今
後
の
予
定

市
は
、
今
後
、
富
士
市
国
民
保
護
計
画
に
沿

っ
て
、
対
策
本
部
体
制
の
整
備
、
避
難
実
施
要

領
の
パ
タ
ー
ン
の
作
成
な
ど
を
随
時
進
め
て
い

き
ま
す
。
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※
富
士
市
国
民
保
護
計
画
は
、
防
災
危
機
管

理
課
ま
た
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
ら

ん
に
な
れ
ま
す
。
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551-2040 Bhttp://fujishi.jp/cityhall/soumu-b/bousai/

平
成
16
年
9
月
、「
国
民
保
護
法
」
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
伴
い
、
市
は
、
武
力
攻
撃
や
テ
ロ
な
ど
万
が
一
の
事

態
が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
、
国
や
県
と
連
携
し
、
市
民
生

活
へ
の
影
響
を
最
小
限
に
す
る
た
め
、
「
富
士
市
国
民
保
護

計
画
」
を
作
成
し
ま
し
た
。

を
作
成
し
ま
し
た

国
民
保
護
法
と
は
？

武
力
攻
撃
を
受
け
た
場
合
や
、
テ
ロ
な
ど
が

発
生
し
た
場
合
に
、
国
民
の
生
命
・
身
体
・
財

産
を
保
護
し
、
社
会
に
与
え
る
影
響
を
最
小
限

に
す
る
た
め
に
、
国
・
県
・
市
町
村
な
ど
の
役

割
分
担
や
そ
の
具
体
的
な
措
置
を
規
定
し
た
法

律
で
す
。
こ
の
法
律
は
、
国
民
を
保
護
す
る
た

め
の
措
置
と
し
て
、
大
き
く
分
け
て
避
難
、
救

援
、
武
力
攻
撃
災
害
へ
の
対
処
の
3
つ
の
柱
で

構
成
さ
れ
ま
す
。

富
士
市
国
民
保
護
計
画
と
は
？

こ
の
計
画
は
、「
国
民
保
護
法
」
に
基
づ
き
、

国
・
県
・
指
定
地
方
公
共
機
関
・
学
識
経
験
者

な
ど
が
参
加
す
る
富
士
市
国
民
保
護
協
議
会
で

の
意
見
や
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
よ
る
市

民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
意
見
を
踏
ま
え
、
国
の
基

本
指
針
や
静
岡
県
国
民
保
護
計
画
に
準
拠
し
て

平
成
19
年
2
月
に
作
成
し
ま
し
た
。

  


